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    本書本書本書本書についてについてについてについて            

 趣趣趣趣    旨旨旨旨    
  広島県では，「広島県人権教育・啓発指針」（平成１４年５月策定）に基づき，その実施計画である「広島県人権啓発推進プラン」（平成１４年１１月策定，平成１８年３月及び平成２３年１月改定）を策定し，人権啓発に関する施策を総合的かつ効果的に推進しています。   本書は，「広島県人権啓発推進プラン」第３章の３の規定により，人権啓発の実施状況を点検し，その結果を今後の啓発に反映させるために作成したものです。  

  構構構構    成成成成    構成は，次のとおり３部構成としています。   ・ 第１部   平成 22 年度の実施状況及び点検結果   ・ 第２部  平成 22 年度に実施した施策   ・ 第３部  平成 23 年度に実施予定の施策 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

      「「「「広島県人権啓発推進広島県人権啓発推進広島県人権啓発推進広島県人権啓発推進プランプランプランプラン」（」（」（」（抜粋抜粋抜粋抜粋））））      第３章 プランの推進  １ 推進体制  ２ 国・市町等との連携・協力  ３ フォローアップ及び見直し     人権啓発の実施状況を点検し，その結果を以後の啓発に反映させるなど，プランのフォローアップに努める。    社会情勢の変化や国際的潮流の動向等を考慮し，人権に関する新たな課題についても適切に対応する必要があり，適宜，プランの見直しを行う。    プランの推進期間は，平成２３年度から平成２７年度までの５年間とする。 
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